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木ノ下小学校いじめ対策 学校基本方針 

おいらせ町立木ノ下小学校 

 

木ノ下小学校学校いじめ対策計画は、いじめ防止対策推進法に則り、保護者・地域及び関係機関との

連携を図りながら児童の健やかな成長を妨げるいじめの根絶に向けて策定する。 

 そのため、自他を尊重する心と、規律ある中で生き生きと活動できる子どもを育てるために教育課程

との関連を図り、意図的な取り組みを行い、いじめを生み出さない人間関係を築いていく。 

 また、本基本方針は毎年度 PDCA による見直しを図ると共に、保護者地域住民が確認できる措置を講

ずる。具体的に機能しているかについては、学校評価において目標の達成状況を評価する。 

 

いじめの定義（いじめ防止対策推進法 第二条より） 

  この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在

籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な

影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行

為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 
 

１ 教育目標 

              瞳輝く太陽の子の育成 

        考える子   思いやりのある子   たくましい子 

 

２ いじめに対する基本姿勢 

   ・いじめはどの学校にも起こりうる 

・いじめは絶対に許されない 

・いじめは大人の見えないところで行われている 

・いじめられている本人からの訴えは少ない 

・ネット上のいじめは最も見えにくい 

・いじめを積極的に認知する 

・いじめられた子ども・いじめを知らせた子どもを守り通す 

   ・いじめは組織的に取り組むべき課題である 

    

３ いじめの未然防止 

  ・「いじめは、どの学級にも学校にも起こり得る」という認識をすべての教職員がもち、好ましい

人間関係を築き、豊かな心を育てる、「いじめを生まない土壌づくり」に取り組む。 

（１）学級経営の場で 

    ・子どもたちの些細な言動から、個々の置かれた状況や精神状態を推し量ることができる感性

を高める。 

    ・主体的な活動を通して、子どもたちが自分自身を価値ある存在と認め、大切に思う「自尊感

情」を感じとれる「心の居場所づくり」の取組を行う。 

    ・愛情を持ち、配慮を要する子どもたちを中心に据えた温かい学級経営や教育活動を展開し、

子どもたちに自己存在感や充実感を与え、いじめの発生を抑え、未然防止を図る。 

（２）教育活動の場で 

    ・いじめは、「相手の人権を踏みにじる行為であり、絶対に許されるものではない」ことを子

どもたちに理解させ、子どもたちが人の痛みを思いやることができるよう、人権意識の高揚

を図る。 

・いじめ問題は、他人を思いやる心や人権意識の欠如から発生するものであり、いじめをしな

い、許さないという、人間性豊かな心を育てる。特に道徳の時間等を利用して自分自身の生

活や行動を省み、いじめの抑止につなげる。（道徳の時間、学級活動、総合的な学習の時間） 

    ・体験的学習を通して自己と向き合い、他者、社会、自然との直接的なかかわりの中で、生命

に対する畏敬の念、感動する心、共に生きる心に自分自身が気づき、発見して体得させてい

く。 
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（３）他者とのかかわり 

    ・日々の授業をはじめとする学校生活のあらゆる場面において、他者と関わる機会を増やし子

どもたちが、他者の痛みや感情を共感的に受容するための想像力や感受性を身につけ、対等

で豊かな人間関係を築かせていく。（学級経営、教科学習、特別活動、総合的な学習の時間） 

 

４ 教職員の資質の向上 

     ・教職員一人一人に様々なスキルや指導方法を身につけ、指導力やいじめの認知能力を高める

ための研修を可能な限り実施する。 

 （１）研修 

     ・生徒指導部でいじめ対応のスキル向上のため研修会を年１回行う。尚、いじめに関わる校内

研や保健指導部での研修会も考えられる。 

・研修に実施においては、講師（スクールカウンセラー等）を招くなどして行ったり、課題と

なる事項について資料を準備して行ったりする。 

（２）情報の共有 

 ・いじめに関わる対応はその都度職員で共通理解を図る。それぞれがある意味では事例研究で

あり、今後の対応に生かすことができる。 

 （３）記録の保管 

・㊙文書として記録を保管し、以降の対応に役立てる。記録は生徒指導主任が責任を持ち、保

管は教頭が行う。必要に応じて職員は文書を閲覧できるようにする。 

 

５ 早期発見 

    ・いじめの早期発見のために、日頃から子どもたちとの信頼関係の構築に努め、子どもたちの

小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さない認知能力を向上させる。また、情報を共有

し、保護者や地域の方とも連携して情報を収集する。 

    ・いじめの兆候を発見した時は、早期に学校全体で組織的に対応する。 

（１）具体的ないじめの態様 

・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる  

・仲間はずれ、集団による無視をされる  

・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする  

・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする  

・金品をたかられたり、隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする  

・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする  

・パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等 

（２）具体的取組 

    ・日々の観察 集団の様子 日記等 

    ・健康観察、登校状況、欠席状況 

    ・気軽に相談できる雰囲気づくりとふれあい週間での対応 

    ・チェックシートの活用（いじめ実態調査アンケート  児童、教師、保護者） 

    ・家庭との関係つくり 

    ・スクールカウンセラーとの連携 

 

６ 組織的対応 

    ・いじめ問題への組織的な取組を推進するため、「校内いじめ対応委員会」を設置し、教職員

全員で共通理解を図り、学校全体で総合的ないじめ対策を行う。また必要に応じて「学校い

じめ対策委員会」を招集する。 

 （１）いじめ対策主任 

・いじめ対策主任は生徒指導主任が行う。ただし、事案については教頭と共有し、場合によっ

ては教頭が代行する。 

・教職員はすべてのいじめに関する案件を最初にいじめ対策主任に報告する。すぐに報告でき

ない場合は教頭に報告する。 

 （２）校内いじめ対応委員会 

    ・構成 校長、教頭、教務、生徒指導主任、関係職員（関係職員とは報告者、発見者、担任等） 

（３）学校いじめ対策委員会 
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   ①業務（いじめ対策推進法より） 

一 学校いじめ対策計画又はその変更の案の作成に関すること。  

二 学校いじめ対策計画に定める措置の実施に関すること。  

三 学校におけるいじめに関する通報の受付並びにいじめに関する事案に関する調査及

び対処に関すること。  

四 学校いじめ対策計画に定める措置の実施の状況の評価に関すること。 

   ②会の構成 

   校長、教頭、生徒指導主任 （必要に応じて関係職員が入る） 

      ＰＴＡ代表（ＰＴＡ会長） 

      第３者委員（木ノ下中学校区主任児童委員）      

   ③招集について 

◎事案に応じて校長といじめ対策主任が協議し校長が招集を決定する。 

       ◎事案の発生に関わらず年に２回定例の委員会を開く（９月と２月） 

（４）関係機関への通知 

・いずれの事例においても主任は記録を取り委員会に通知する。 

・事案内容によって警察、法務局、児童相談所への報告を行う。報告することになっている事

案は事の大小にかかわらず報告し、後に報告が無かったという事案を作らない。 

    ※疑わしき事案も取り上げるため、いじめと判断できない場合も生じることが考えられる、そ

の際の判断は学級担任や関係教師個人の判断で行わず、学校としての判断とする。 

※学校いじめ対策委員会の招集及び関係機関への通知は基本的に教頭が行う。 

 

７ 早期対応 

（１）いじめの認知と初期対応 

・本人及び保護者からの相談・連絡や、教職員が子どもの様子からいじめを感じた場合には、

事の大小にかかわらずいじめ対策主任（生徒指導主任）及び教頭に連絡する。 

※判断基準   ◎見方によってはいじめと判断される事項すべてを対象とする。 

◎いじめを受けた児童の申告があればその真偽に関わらず事案とみなす。 

・生徒指導主任は校内いじめ対応委員会を招集し、事実確認と今後の対応について検討する。 

・状況に応じて、関係児童等の聴取、保護者への連絡 

（２）学校等の対応 

  ①通常の指導において、注意して謝罪で終了しているような事案 

   ・口答でいじめ対策主任に報告する。 

   ・被害・加害児童名、経緯及び内容と対応について報告する。 

   ・いじめ対策主任は教頭に報告し、必要に応じて学校いじめ対応委員会を招集し、協議する。 

  ②通常の指導において保護者に連絡するような事案 

   ・文書（様式作成）でいじめ対策主任に報告する。 

   ・被害・加害児童名、経緯及び内容と対応。また保護者の様子と今後の対応について報告する。 

    ・いじめ対策主任は教頭に報告し、学校いじめ対応委員会を招集し、協議する。 

  ③学級では対応が難しいと思われる事案 

   ・教育委員会に報告する。 

   ・必要に応じて学級担任等から情報を得ていじめ対策主任が記録を取る。 

    ・被害・加害児童名、経緯及び内容と対応。また、保護者の様子と今後の対応について記録す

る。 

    ・いじめ対策主任は教頭に報告し、学校いじめ対応委員会を招集し、対応について協議する。

また、基本的に学校いじめ対策委員会を招集し、報告・協議する。 

  ④犯罪の要素が含まれる事案（なぐる、ける、けがをさせる） 

   ・基本的に教育委員会に通知し、警察及び法務局へ通知する可能性がある。 

   ・必要に応じて学級担任等から情報を得ていじめ対策主任が記録を取る。 

    ・被害・加害児童名、経緯及び内容と対応。また、保護者の様子と今後の対応について記録す

る 

   ・学校いじめ対策委員会を招集し、報告・協議する。 

  

 



（生）－69 

 

（３）指導上の留意事項 

①いじめられた子どもに対して 

・事実確認とともに、まず、つらい今の気持ちを受け入れ、共感することで心の安定を図る。 

・「最後まで守り抜くこと」「秘密を守ること」を伝え、必ず解決できる希望が持てることを

伝える。 

・自信を持たせる言葉をかけるなど、自尊感情を高めるよう配慮する。 

②保護者に対して 

・発見したその日のうちに、家庭訪問等で保護者に面談し、事実関係を伝え、学校の指導方針

を伝え、今後の対応について協議する。 

・保護者のつらい気持ちや不安な気持ちを共感的に受け止め、継続して家庭と連携を取りなが

ら、解決に向かって取り組むことを伝える。 

・家庭で子どもの変化に注意してもらい、どのような些細なことでも相談するよう伝える。 

③いじめた子どもに対して 

・いじめた気持ちや状況などについて十分に聞き、子どもの背景にも目を向け指導する。 

・心理的な孤立感・疎外感を与えないようにするなど一定の教育的配慮のもと、いじめが人と

して決して許されない行為であることやいじめられる側の気持ちを認識させる。 

・正確な事実関係を説明し、いじめられた子どもや保護者のつらく悲しい気持ちを伝え、より

よい解決を図ろうとする思いを伝える。 

・「いじめは決して許されない行為である」という毅然とした姿勢を示し、事の重大さを認識

させ、家庭での指導を依頼する。 

・子どもの変容を図るために、今後のかかわり方などを一緒に考え、具体的な助言を行う。 

・軽い言葉で相手を傷つけたが、いじめを行った児童生徒がすぐに謝罪し、教員の指導によら

ずして良好な関係を再び築くことができた場合などにおいては、「いじめ」という言葉を使

わず指導するなど柔軟な対処をすることもできる。（ただし、法に定義する「いじめ」には 

 該当するため、事案を学校いじめ対策組織へ情報共有することは必要となる。） 

④周りの子どもたちに対して 

・当事者だけの問題にとどめず、学級及び学年、学校全体の問題として考え、いじめの傍観者

からいじめを抑止する仲裁者への転換を促す。 

・「いじめは決して許さない」という毅然とした姿勢を、学級・学年・学校全体に示す。 

・はやし立てたり、見て見ぬふりをしたりする行為も、いじめを肯定していることを理解させ 

る。 

・いじめを訴えることは、正義に基づいた勇気ある行動であることを指導する。 

・いじめが解消したと見られる場合（いじめに係る行為が３か月以上止んでいる、いじめを受

けた児童が心身の苦痛を感じていない）でも、引き続き十分な観察を行い、折に触れて必要

な指導を継続的に行う。 

・いじめられた子ども、いじめた子ども双方にカウンセラーや関係機関の活用を含め、心のケ

アにあたる。 

 

８ 関係機関との連携 

     ・学校だけで解決が困難な場合は、教育委員会や警察、地域等の関係機関との連携を図る。そ

のため、日頃から学校や地域の状況についての情報交換を行う。 

   ①教育委員会 

    ・いじめを把握した場合には、学校で抱え込むことなく、速やかに教育委員会へ報告し、問題

の解決に向けて指導助言等の必要な支援を受ける。 

    ・重大事案 

   ②保護者 

     ・いじめに関する取り組みは本計画を含めて公表する。いじめ事案の公表については関係児童

に不利益のないように学校いじめ対策委員会で検討し、必要に応じて行う。 

   ③地 域 

     ・学区内の児童館、保育園、幼稚園については、いじめの視点も考慮して連携していく。児童

館に関しては定期的に生徒指導主任が訪問し、情報収集及び交換を行う。 

・民生児童委員については家庭事情等にかかわる内容など必要に応じて協力を得る。また、各

種行事等で関わりを保っていく。また、民生児童委員から学校いじめ対策委員を選出する。 
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   ④関係団体 

     ・学校でのいじめが暴力行為や恐喝など、犯罪と認められる事案に関しては、早期に警察署に

相談し、連携して対応する。児童の生命・身体の安全がおびやかされる場合には、直ちに通

報する。そのため、生徒指導主任は各行事や交通安全指導、ジャンプチーム等を通して三沢

警察署の生活安全課とのかかわりをもち、必要に応じて連携をもてるようにしておく。 

    ・いじめた児童のおかれた背景に、保護者の愛情不足等の家庭の要因が考えられる場合には、

福祉事務所、民生委員等の協力を得ることも視野に入れて対応する。 

   ※重大事案については、すぐに教育委員会へ報告し、対応についての指示を仰ぐ。 

 

９ その他 

・いじめ対策計画は学校いじめ対策委員会で作成し町教育委員会に提出するとともに、保護者

にも公表する。また、計画を変更する場合も同様とする。 

 

 

 

付記 

・平成２５年１１月１８日策定 

・平成２６年３月１５日改訂 

・平成２８年２月４日改訂 

・平成３０年３月８日改訂 


